
第２３期 第９回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和８年５月１８日（月） 
１４：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「中会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の4） 

 
  

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）アゲマキの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）・・・・・P１～３ 

（２）ウミタケの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）・・・・・P４～６ 

（３）サルボウに係る試験養殖について（報告）・・・・・・・・・・・・・・P７～10 

（４）委員会指示の適用除外について（協議） 

１ 佐賀県有明海漁業協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11～14 

２ （株）東京久栄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15～26 

（５）有明海区における漁場計画（案）について（諮問）・・・・・・・・・・P27～33 

（６）公聴会の開催について（協議）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P34 

（７）あんこう網漁業の新規許可について（諮問）・・・・・・・・・・・・・P35～39 

（８）特定水産資源（ぶり）に関する令和８管理年度における 

知事管理漁獲可能量の設定（案）について（諮問）・・・・・・・・・・P40～42 

（９）その他 

 

３ 閉    会  
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議題 １



佐賀県有明海区漁業調整委員会

　会長　西 久 保 敏　様

代表理事組合長　西　久　保　敏

　謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　有明海における漁業振興並びに漁業調整につきましては、平素より特別のご高配

を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、近年、県におけるアゲマキ復活に向けた取組が続けられております。

　このため、令和７年６月１日から令和８年５月３１日までの間、委員会指示にて

アゲマキの採捕禁止が決定され資源の回復を図ってきたところです。

　今般、委員会指示期間の満了に伴い、引き続きアゲマキの採捕を禁止し、アゲマ

キ資源を保護し資源の更なる発生を図りたいと存じます。

　つきましては、下記の内容を取り入れた漁業調整委員会指示により、アゲマキ資

源の回復にご助力賜りますようお願い申し上げます。

　１．操業禁止期間　　令和８年６月１日から令和９年５月３１日

　２．採捕禁止区域　　佐賀県有明海区

　３．採捕禁止対象　　全てのアゲマキ

記

佐 賀 県 有 明 海 漁 業 協 同 組 合

佐有漁協指第５６号

令和８年５月１２日

アゲマキの採捕禁止について（要望）
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第７３号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで

ない。 

  

 令和８年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏    

 

 

１ アゲマキの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和８年６月１日から令和９年５月３１日までとする。 
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議題 ２



佐賀県有明海区漁業調整委員会

　会長　西　久　保　敏 　様

　謹啓　貴台益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　有明海における漁業振興並びに漁業調整につきましては、平素より特段のご配慮

を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、有明海特有資源であるウミタケについては、昨年度、漁場造成区の一部で

若干の生息が見られましたが、令和8年春季における生息調査では資源量としては

ほぼ皆無に等しい結果となっております。

　このような中、一部では生息痕も見られており、徒手採捕が可能な場所にもウミ

タケの生息の可能性があることから、委員会指示期間の満了に伴い、引き続きウミ

タケの採捕を禁止し、ウミタケ資源の更なる発生を図りたいと存じます。

　つきましては、下記の内容を取り入れた漁業調整委員会指示により、ウミタケ資

源の回復にご助力賜りますようお願い申し上げます。

１．採捕禁止期間　　令和8年6月1日から令和9年5年31日

２．採捕禁止区域　　佐賀県有明海区全域

３．採捕禁止対象　　全てのウミタケ

佐有漁協指第５５号

令和８年５月１２日

佐 賀 県 有 明 海 漁 業 協 同 組 合

代表理事組合長 　西　久　保　敏

ウミタケ採捕禁止について（要望）

記
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第７４号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない

として特に認めた場合は、この限りでない。 

  

令和８年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏  

 

 

１ ウミタケの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和８年６月１日から令和９年５月３１日までとする。 
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議題 4-1
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佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 62 号の適用除外申請書 

令和８年４月 20 日 

 佐賀県有明海区漁業調整委員会 

  会長 西久保 敏 様 

届出者 住  所   埼玉県川口市芝 6906 番地 10     

株式会社東京久栄 技術センター 

                        氏   名   株式会社東京久栄 技術本部     

技術本部長   岡沢 聡   

  

      

 

 

下記により佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 62 号の適用除外を受けたいので申請いたします。 

 

 

記 

１ 適用除外の理由 

アサリ採苗・移殖実験として、ノリ養殖漁場(1022 号・1047 号)の一部（通路）において、実験

用の網袋等で成長したアサリを採捕するため。 

 

２ 適用除外の期間 

承認日 から 令和９年２月 28 日まで 

 

３ 調査の目的と方法 

本調査は、水産庁発注事業「令和８年度有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業」

として、有明海のノリ養殖場及び周辺に生息しているアサリ稚貝を有効に活用し、採苗・

移殖技術を開発することを目的としている。採苗・移殖方法は、砂利等を入れた網袋の設

置等を行い、その後、移殖ゴテ又は実験用網袋の回収によりアサリを採捕する。 

 

４ 調査に使用する船舶 

添付資料１参照 

 

５ 調査を実施するものの住所及び氏名 

添付資料２参照 

 

６ 採捕量 

アサリ約 100 ㎏ 

 

７ その他 

  本調査は、特別採捕許可を申請中です。 

15

議題 4-2



 

添 付 書 類 

 

添付資料１ 使用船舶一覧 

 

添付資料２ 調査を実施する者の住所及び氏名 

 

添付資料３ 調査時期 

 

添付資料４ 採捕の区域 

 

添付資料５ 調査内容と方法 

 

添付資料６ 発注証明に関わる書類（写し） 

 

添付資料７ JV 協定書（写し） 

 

添付資料８ 漁業協同組合同意書（写し） 

 

添付資料９ 有明海漁業協同組合同意書（写し） 
以上 
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添付資料１ 使用船舶（諸富町支所所属） 
 

船名 漁船登録番号 総トン数 
推進機関の種類 

及び馬力数 
所有者氏名 

大栄丸 SA3-17723 4.8 ジーゼル 450KW 柿内 陽介 

芳野丸 SA3-17307 4.3 ジーゼル 355KW 野口 武志 
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添付資料２ 調査を実施する者の住所及び氏名 
 

住所 株式会社 東京久栄 技術センター 

〒333-0866 埼玉県川口市芝 6906 番地 10 

氏名 新井功、遠藤陽加、石丸嶺央、奥岳文、田頭幸子、金沢敏暁 
 
住所 佐賀県有明海漁業協同組合 諸富町支所 

〒840-2102 佐賀県佐賀市諸富町大字為重 72-1 

氏名 野口芳文、柿内淺人、弟子丸充弘 
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添付資料３ 調査時期 

 
調査時期は、令和８年５月、６月、７月、８月、９月、10月、11月、12月、令和９年１月、２月に

アサリを採捕する予定です。 

 

表１ 各調査項目別の調査回数と概算採捕量 
項目 回数 内容 地点数 概算採捕量 

採苗実験 10 回 網袋の回収 ２点 約 44kg 

 

移殖実験 ８回 網袋の回収 ２点 約 44kg 

 

モニタリング(生物) 10 回 移殖ゴテによる採取 ２点 約 12kg 

 

合 計 100kg 
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添付資料４ 採捕の区域 
 

１.実験実施場所 
 実験区は佐賀県有明海漁業協同組合および諸富町支所から同意を得た区画漁業権漁場(1022号・

1047号) の海苔コマ間の通路に設置する(図1)。 

 実験区の規模は10m×20m程度とする。 

  実験区には、目印コンポーズを立て、そこに点滅灯、反射板および赤白旗を設置する(図 2)。 

 

1047

1022

筑後川

 
図１ 実験実施場所 

実験を実施する区画について黄色で示す。 
(佐賀県有明海海苔貝類区画漁場図から引用および一部改変) 

 

 

   

図２ 実験区の様子（令和6年度時点） 
左：1022号 中：1047号 右：実験区目印 
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添付資料５ 調査内容と方法 

1.実験時期 
 実験時期を表１に示す。 

 採苗実験は令和８年５月、６月、７月、８月、９月、10 月、11 月、12 月、令和９年１月、２月

とする。 

 移殖実験は令和８年６月、７月、８月、９月、11 月、12 月、令和９年１月、２月とする。 

 現場環境のモニタリングは令和８年５月、６月、７月、８月、９月、10 月、11 月、12 月、令和

９年１月、２月とする。 

 

表１ 実験の実施工程 
時期 

項目 
令和８年（2026年） 令和９年（2027年） 

４
月 

５
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

採苗実験  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 
移殖実験   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ - 
モニタリング  ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 

 

2.実験内容・方法 
 採苗実験の概要を表２、移殖実験の概要を表３、現場環境のモニタリングを表４に示す。 

 
表２ 採苗実験概要 

 

項目 内容 

調査時期 令和８年５月、６月、７月、８月、９月、10月、11月、12月、令和９年１月、２月 

実験区 １０２２号 

方法 ① 網袋に砂利を封入した採苗器を筏型に組み立てたものの上に設置する。 

② 網袋で採苗できたアサリについて令和８年５月から令和９年２月までモニタリングする。 

使用機器  

 

●採苗器 

大きさ：40cm×70cm程度 

網:収穫ネット及びラッセル網 

材質：ポリエチレン 

基質：砂利 

容量：4ℓ 程度 

 

 
 

●離底器 

材質：コンポーズ(FRP) 

サイズ：6m×0.5m 
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表３ 移殖実験概要 

 
表４ 現場環境のモニタリング概要 

 

 

 

 

 

 
 

項目 内容 

調査時期 令和８年６月、７月、８月、９月、11月、12月、令和９年１月、２月 

実験区 １０２２号、１０４７号 

方法 ① １０２２号で採取したアサリを砂利とともに網袋へ封入し、１０４７号へ移殖する。 

② 網袋は廃材コンポーズを筏型に組み立てたものの上に設置する。 

③ 移殖したアサリの生残状況を令和８年６月から令和９年２月まで確認する。 

使用機器  

 

 

●採苗器 

大きさ：40cm×70cm程度 

網:収穫ネット及びラッセル網 

材質：ポリエチレン 

基質：砂利 

容量：4ℓ 程度 

 

 
 

●離底器 

材質：コンポーズ(FRP) 

サイズ：6m×0.5m 

 

項目 内容 

調査時期 令和８年５月、６月、７月、８月、９月、10月、11月、12月、令和９年１月、２月 

実験区 １０２２号、１０４７号 

方法 各実験区の原地盤において、20cm×20cmの正方枠を1点設置し、正方枠内の底質を採取後、その底質中のア

サリの個体数、湿重量、殻長を測定する。これを3回繰り返す。 
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添付資料６ 発注証明に係る書類（写し） 
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添付資料７ JV協定書（写し） 
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添付資料８ 漁業協同組合同意書（写し） 
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添付資料９ 有明海漁業協同組合同意書（写し） 
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水産第 638 号 

令和８年５月 11日 

 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

会長 西久保 敏 様 

 

 

佐賀県知事  山 口 祥 義 

 

 

佐賀県有明海区における区画漁業の漁場計画の変更について（諮問） 

 

 

 令和６年９月１日付で免許した区画漁業権について、漁場計画（案）を別添のとお

り定めたいので、漁業法第 64条第４項の規定により貴会の意見をお聴かせください。 

 なお、答申は令和８年６月 30日までに提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：農林水産部水産課漁業調整担当 

 伊藤、寺田 

電 話：０９５２－２５－７１４５ 

ＦＡＸ：０９５２－２５－７２７４ 
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議題 ５



 

 

 

 

 

漁場計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年５月） 
 

佐 賀 県 有 明 海 区 
  

   

28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 画 漁 業 権 
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３ 区画漁業 

(1) 公 示 番 号  別表のとおり 

(2) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類   第一種区画漁業 

イ 漁業の名称  別表のとおり 

ウ 漁業の時期  ９月１日から翌年４月３０日まで 

エ 漁場の位置  別表のとおり 

オ 漁場の区域  別表のとおり 

   カ 個別漁業権又は団体漁業権の別 別表のとおり 

(3) 制限又は条件 別表のとおり 

 (4) 免許予定日  令和８年 10 月１日 

 (5) 申請期間   令和８年７月１日から令和８年８月７日まで 

 (6) 関係地区   別表のとおり 

 

 

備考 

 存 続 期 間    令和８年 10 月１日から令和１０年８月３１日まで 
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別表第１

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

制限又は条件 備　　考

有区第1172号 のり養殖業 六角川みお筋 　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれた
区域
　点ア　　北緯　　33度10分13秒
　　　　　東経 　130度13分36秒
　点イ　　北緯　　33度10分12秒
　　　　　東経 　130度13分40秒
　点ウ　　北緯　　33度09分50秒
　　　　　東経 　130度13分30秒
　点エ　　北緯　　33度09分51秒
　　　　　東経 　130度13分26秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

漁場の縮小

有区第1173号 のり養殖業 六角川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を
順次に結んだ直線によって囲まれた区
域
　点ア　　北緯　　33度09分49秒
　　　　　東経 　130度13分24秒
　点イ　　北緯　　33度09分48秒
　　　　　東経 　130度13分31秒
　点ウ　　北緯　　33度09分18秒
　　　　　東経 　130度13分29秒
　点エ　　北緯　　33度09分19秒
　　　　　東経 　130度13分22秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

漁場の縮小

有区第1174号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、
ク及びアの各点を順次に結んだ直線に
よって囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度09分18秒
　　　　　東経 　130度13分22秒
　点イ　　北緯　　33度09分14秒
　　　　　東経 　130度13分21秒
　点ウ　　北緯　　33度09分13秒
　　　　　東経 　130度13分29秒
　点エ　　北緯　　33度08分56秒
　　　　　東経 　130度13分31秒
　点オ　　北緯　　33度08分55秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点カ　　北緯　　33度09分12秒
　　　　　東経 　130度13分02秒
　点キ　　北緯　　33度09分14秒
　　　　　東経 　130度13分10秒
　点ク　　北緯　　33度09分17秒
　　　　　東経 　130度13分10秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

区画の変更

有区第1191号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を
順次に結んだ直線によって囲まれた区
域
　点ア　　北緯　　33度08分52秒
　　　　　東経 　130度13分02秒
　点イ　　北緯　　33度08分32秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点ウ　　北緯　　33度08分31秒
　　　　　東経 　130度12分40秒
　点エ　　北緯　　33度08分49秒
　　　　　東経 　130度12分38秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

漁場の拡大

有区第1192号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を
順次に結んだ直線によって囲まれた区
域
　点ア　　北緯　　33度08分27秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点イ　　北緯　　33度08分08秒
　　　　　東経 　130度13分07秒
　点ウ　　北緯　　33度08分06秒
　　　　　東経 　130度12分43秒
　点エ　　北緯　　33度08分25秒
　　　　　東経 　130度12分40秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

漁場の拡大
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公   示 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６４条第５項の規定により、佐賀県有明海区

における漁業の免許について、次のとおり公聴会を開催する。 

 
  令和８年●月●日 

 

                    佐賀県有明海区漁業調整委員会 

                     会  長    西 久 保 敏 

 

１ 日 時 

   令和８年６月▲日（ ） １３：３０～ 

２ 場 所 

   佐賀市西与賀町厘外８２１番地４ 

   佐賀県水産会館 大会議室 

３ 議 事 

   区画漁業の免許に係る漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべ

き事項、免許予定日、申請期間並びに関係地区及び地元地区について 

４ 漁場計画の内容 

     佐賀県有明海区漁業調整委員会事務局（佐賀市城内一丁目１番５９号 佐賀県 

農林水産部水産課内）において閲覧に供するほか、ホームページにおいて公開す

る。 

５ 公聴会において意見を述べようとする者（以下「公述者」という。）の範囲 

 (1) 漁業権者 

 (2) 入漁権者 

  (3) 漁業権漁業の経営者 

  (4) 漁業協同組合関係者 

  (5) その他利害関係のある者 

６ 公述者の注意事項 

 (1) 公述者は、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で令和８年６月■日（ ）まで

に、佐賀県有明海区漁業調整委員会事務局に提出しなければならない。 

 (2) 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。 

  (3) 公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提出し

なければならない。 

  (4) 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。 

公聴会の 2 日前 

次回（第 10 回）委員会と同日
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議題 ６



水産第 ５５２号 

令和８年５月 ８日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 会長 西久保 敏  様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

あんこう網漁業の新規許可について（諮問） 

 

 

 あんこう網漁業について、追加の申請期間を設けていましたが、下記の者から

新規の許可申請書が提出されました。 

つきましては、あんこう網漁業許可方針に基づき、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

新規許可申請者： 糸山 皓介（広江支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  （担当：農林水産部水産課） 
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議題 ７
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あんこう網漁業許可方針 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

あんこう網漁業 

２ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

    漁業者の数 ２２人（漁具の統数 ２２統） 

船舶の数  １人につき２隻まで 

３ 船舶の総トン数 

    制限なし 

４ 推進機関の馬力数 

制限なし 

５ 操業区域 

佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 

６ 漁業時期 

１月１日から１２月３１日まで 

７ 漁業を営む者の資格 

（１） 新規許可は原則として認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

はこの限りでない。 

ア ２親等以内の親族から許可を承継する者。ただし、許可を譲渡する者が、

有している当該漁業の許可を全て譲渡又は廃業する場合に限る。 

イ 佐賀県有明海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

た者 

（２） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

（３） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

（４） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」という。）

第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（５） 適切な資源管理を実践できる者 

（６） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

令和４年７月１日から令和９年６月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年３月３１日から令和４

年５月１日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請者の数（以下「申請者数」という。）が、２２人

に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加

する。なお、人数の集計は、同一人に係るものは１とする。（以下この許可方針にお

いて同じ。） 

３ 令和９年５月３１日までの期間において、申請者数と申請期間の最終日時点で有効

な許可又は起業の認可を受けている漁業者の数を足した数（以下「合計人数」という。）

が２２人に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請
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期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請

期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下

げをしたものについては、これを申請者数から除く。 

４ 合計人数が２２人に到達した日以降から令和９年５月１０日までの期間において、

廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。申請期間は、

規則第１１条第１項に基づく公示をした日から１０日間とする。ただし、１０日後が

閉庁日のときは、その次の開庁日までを申請期間とする。また、これ以降の申請期間

の取扱いは、上記３に同じ。 

５ 上記１～４に関わらず、同一人への２隻目の許可に係る申請期間は、令和４年３

月３１日から令和９年５月３１日までとする。 

 

第４ 許可の基準 

合計人数が２２人を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げ

る優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互

間の優先順位は抽選による。なお、同一人による２隻目の許可に係る申請については、

下記の優先順位に関わらずこれを許可する。 

（１） 該当する申請期間の始期の前日時点で従前の当該漁業の許可を有していた者。

ただし、当該順位の適用は、令和４年６月３０日までに受付けた申請に限る。 

（２） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のアに該当する者 

（３） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のイに該当する者。なお、佐賀県有

明海区漁業調整委員会に諮り、特別の事情等を考慮し、優先順位を定められた場

合は、この順位の中で、更にその順位による。 

 

第５ 条件 

１許可者につき、使用できる漁具は１統までとする。なお、１許可者で２隻の許可を受

けた場合においても同じ。 
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   水産第 636 号 

令和８年（2026 年）５月 12 日  

 

 佐賀県有明海区漁業調整委員会 

会長 西久保 敏 様 

 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

ぶりに関する令和８管理年度における知事管理漁獲可能量 

の設定（案）について（諮問） 

 

 

 このことについて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第１項の規定

により、知事管理漁獲可能量を別紙（案）のとおり定めたいので、同条第２項の

規定により、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 山本・伊藤) 
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議題 ８



（別 紙） 

ぶりに関する令和８管理年度（ぶりでは令和８年７月１日から令和９年６月 30 日までの

期間をいう。）における漁業法第 16 条第１項に定める数量は、次のとおりとする。 

 

 

ぶり 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   試行水準 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県ぶり漁業 試行水準 
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７水管第 2940 号 

令和８年２月 25 日 

  

  佐賀県知事 殿 

 

                                   農林水産大臣 鈴木 憲和  

 

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだら

オホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわ

し瀬戸内海系群及びぶりに関する令和８管理年度における都道府県別

漁獲可能量の当初配分の通知 

 

  すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホー

ツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群

及びぶりに関する令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分に

ついて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、下記

の表のとおり都道府県別漁獲可能量を定めたので、同条第４項の規定に基づき、

通知いたします。 

記 

 

（表）令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分 

特定水産資源 
都道府県別漁獲可

能量（トン） 
基本シェア（％） 

現行水準の場合の

目安数量（トン） 

すけとうだら 

太平洋系群 
   

すけとうだら  

日本海北部系群 
   

すけとうだら 

オホーツク海南部 
   

すけとうだら 

根室海峡 
   

するめいか 現行水準 0.03% 50 トン未満 

かたくちいわし 

瀬戸内海系群 
   

ぶり 試行水準  －  
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